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閣
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質
一
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第
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〇
〇
号

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
電
力
料
金
の
引
き
上
げ
を
求
め
る
前
に
東
京
電
力
が
取
る
べ
き
行
動
に
関
す
る
第
三
回
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
電
力
料
金
の
引
き
上
げ
を
求
め
る
前
に
東
京
電
力
が
取
る
べ
き
行
動
に
関
す
る
第
三
回

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
六
月
以
降
、
管
理
職
社
員
の
基
準

内
給
与
及
び
賞
与
の
合
計
（
以
下
「
給
与
等
」
と
い
う
。
）
は
年
間
平
均
で
約
八
百
九
十
五
万
円
で
あ
り
、
一
般
職
社
員
の

給
与
等
は
年
間
平
均
で
約
五
百
二
十
万
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
四
年
三
月
末
時
点
で
、
管
理
職
社
員
の
人
数
は
約
五
千
百
人
で
あ
り
、
一
般
職

社
員
の
人
数
は
約
三
万
三
千
百
人
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
が
平
成
二
十
四
年
二
月
十
三
日
に
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
認
定
し
た
東
京
電
力
の
特
別
事
業
計
画
（
以
下
「
認
定
特
別
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

東
京
電
力
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
変
更
の
認
定
の
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に

は
、
法
に
基
づ
き
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
及
び
電
気
の
安
定
供
給
そ
の
他
の
原
子
炉
の
運
転
等
に

一



係
る
事
業
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
を
図
る
上
で
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
経
営
の
合
理
化
の
た
め
の
方
策
が
原
子
力
損
害

の
賠
償
の
履
行
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を
確
保
す
る
た
め
最
大
限
の
努
力
を
尽
く
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
円
滑
か
つ
確
実
に

実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
観
点
か
ら
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。
人
件
費
の
削
減
に
つ
い
て
も
、
経
営
の

合
理
化
の
た
め
の
方
策
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、
変
更
の
認
定
の
申
請
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

人
件
費
の
削
減
に
係
る
具
体
的
な
水
準
の
適
否
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
な
お
、
電
気
料
金
制
度
・

運
用
の
見
直
し
に
係
る
有
識
者
会
議
が
平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
、
電
気
料
金
の
原

価
を
構
成
す
る
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
「
常
用
労
働
者
千
人
以
上
の
企
業
平
均
値
を
基
本
に
・
・
・
類
似
の
公
益
企
業
の
平

均
値
と
も
比
較
し
つ
つ
、
査
定
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
一
般
電
気
事
業
者
か
ら
電

気
料
金
の
値
上
げ
に
係
る
認
可
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
一
般
に
適
用
す
べ
き
基
準
と
し
て
提
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

電
気
料
金
の
原
価
に
何
を
織
り
込
む
か
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
か
ら
電
気
料
金
の
値
上
げ
に
係
る
認
可
申
請
が
行
わ
れ

た
場
合
に
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

二



能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
基
づ
く
も
の
か
ど
う
か
等
の
観
点
か
ら
審
査
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

四
に
つ
い
て

東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、東
京
電
力
が
平
成
二
十
三
年
度
に
百
八
十
二
万
円
で
売
却
し
た
百
九
十
九
点
の
美
術
品
に
つ
い
て
、

平
成
二
十
二
年
度
末
時
点
の
簿
価
は
二
千
二
百
四
十
三
万
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
取
引
先
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
東
京
電
力
の
役
員
、
社
員
又
は
関
係
会
社
に

対
し
て
売
却
さ
れ
て
は
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
代
表
取
締
役
及
び
代
表
取
締
役
以
外
の
取
締
役
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
人
当
た

り
の
報
酬
額
の
実
績
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
東
京
電
力
の
有
価
証
券
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
た
取
締
役
の
報
酬

等
の
総
額
及
び
期
末
人
数
を
用
い
て
一
人
当
た
り
の
報
酬
額
を
算
出
す
る
と
、
平
成
十
九
年
度
は
約
三
千
四
百
万
円
、
平
成

二
十
年
度
は
約
三
千
六
百
万
円
、
平
成
二
十
一
年
度
は
約
三
千
六
百
万
円
、
平
成
二
十
二
年
度
は
約
三
千
六
百
万
円
と
な
り
、

平
成
二
十
三
年
度
及
び
平
成
二
十
四
年
度
に
つ
い
て
は
、決
算
が
出
て
い
な
い
こ
と
か
ら
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
の
「
手
当
て
等
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
金
額
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

府
省
等
の
管
理
職
職
員
で
あ
っ
た
者
で
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
に
離
職

し
、
東
京
電
力
の
役
職
に
就
任
し
た
者
（
離
職
後
二
年
以
内
に
再
就
職
し
た
者
に
限
る
。
）
の
�
氏
名
及
び
�
最
終
官
職
に

つ
い
て
は
、
府
省
等
に
お
い
て
保
存
さ
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
現
時
点
で
把
握
で
き
る
限
り
に
お
い
て
お
示
し
す

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
休
職
し
て
、
又
は
退
職
手
当

を
受
給
せ
ず
退
職
し
て
営
利
企
業
の
役
職
に
就
任
し
た
、
い
わ
ゆ
る
現
役
出
向
者
に
は
該
当
し
な
い
。

�
石
田
徹

�
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官

�
臼
田
重
雄

�
海
上
保
安
庁
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
羽
田
航
空
基
地
長

�
木
内
希
沙
彦

�
林
野
庁
国
有
林
野
部
管
理
課
管
理
官

�
小
森
田
重
寿

�
海
上
保
安
庁
第
五
管
区
海
上
保
安
本
部
大
阪
海
上
保
安
監
部
長

�
�
木
茂

�
林
野
庁
林
政
部
林
政
課
林
業
・
木
材
産
業
情
報
分
析
官
兼
林
政
部
木
材
産
業
課

�
高
田
正

�
海
上
保
安
庁
第
三
管
区
海
上
保
安
本
部
横
浜
海
上
保
安
部
巡
視
船
し
き
し
ま
業
務
管
理
官

四



�
竹
村
行
雄

�
気
象
庁
東
京
管
区
気
象
台
東
京
航
空
地
方
気
象
台
長

�
田
原
卓
成

�
海
上
保
安
庁
第
四
管
区
海
上
保
安
本
部
名
古
屋
海
上
保
安
部
長

�
津
田
廣
喜

�
財
務
事
務
次
官

�
平
木
哲

�
気
象
庁
長
官

�
谷
内
正
太
郎

�
外
務
事
務
次
官

�
山
下
政
晴

�
海
上
保
安
庁
第
十
管
区
海
上
保
安
本
部
鹿
児
島
海
上
保
安
部
長

ま
た
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人

事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
環
境
省
か
ら
東
京
電
力
に
一
名
が
派
遣
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
者
の
派
遣
前
の
官
職
は
環
境
省
地
球
環
境
局
地
球
温
暖
化
対
策
課
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
室
室
長
補
佐
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
震
災
発
生
後
に
退
任
し
た
代
表
取
締
役
に
対
し
て
退
職
慰
労
金
は
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と

で
あ
る
。

な
お
、
東
京
電
力
及
び
機
構
は
、
平
成
二
十
四
年
春
を
め
ど
に
法
に
基
づ
き
認
定
特
別
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請

五



を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
に
、
退
職
慰
労
金
の
請
求
権
の
放
棄
を
始
め
と
す
る
、
更
な
る
経
営
責
任
の
明
確
化

の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
非
電
気
事
業
用
資
産
の
中
に
は
、
電
気
事
業
の
遂
行
に
必
要
不
可
欠
な
事
業
所
や
変
電
所
に
併
設

し
た
建
物
等
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
再
開
発
が
計
画
さ
れ
て
お
り
開
発
時
期
を
待
っ
て
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
売
却
額
の

最
大
化
が
見
込
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
早
期
に
そ
の
全
て
を
売
却
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

六


